
はじめに
　文部科学省では、義務教育の機会均等とその
水準の維持向上の観点から、全国の児童生徒の
学力や学習状況を把握する「全国学力・学習状
況調査」を毎年度実施している。本調査の主目
的は、①教育施策の検証と②児童生徒一人一人
の学習指導の充実である（令和７年度の実施要
領については、文部科学省 2024e）。
　本調査の目的を達成する上で、調査結果を効
果的に分析・活用することが重要である（文部
科学省 2024c）。その際、これまで繰り返し議論
されてきたように、結果の示し方や公表の在り
方が学校の活動や地域に及ぼす影響の大きさに
鑑み、序列化や過度な競争を招くことのないよ
う特段の配慮が必要となる（文部科学省 2017、
2025b）。各年度の調査の実施要領には、これま
での議論を踏まえた具体的な配慮事項が定めら
れている。
　文部科学省では、こうした本調査の目的やデ
ータの性格も踏まえつつ、本調査の集計結果デ
ータを活用した多様な学術研究や教育施策の改
善・充実を促進するため、利用目的等を事前に
確認して研究者等にデータを貸与する仕組みを
設けている。制度創設以降、教育社会学、教育
方法学、公共政策、計量経済学、教育経済学な
ど、様々な分野の研究者から利用されている。
　本稿では、「公的統計ミクロデータ研究コン
ソーシアムシンポジウム2024」における講演内
容をアップデートし、「全国学力・学習状況調

査」の集計結果データの貸与制度に関する最新
情報を紹介する（講演を収録した動画（相原 
2024）も公開されている。）。貸与制度の利用を
通じて有益な知見がさらに生み出されることを
期待している。

「全国学力・学習状況調査」の概要
　本調査は大きく「本体調査」と「補完調査」
の２つの調査に分かれる（図１）。
　まず、本体調査は、学習指導要領の理念等を
具体化した公開の調査問題を通じ、児童生徒の
学習指導の改善や教育施策の検証に資するよ
う、小学校６年生及び中学校３年生の全員を対
象に毎年度行われる悉皆調査である。国語、算
数・数学の教科及び児童生徒質問、学校質問に
加えて、理科、英語（中学校のみ）が３年に１
回程度の周期で調査される。平成19年度から令
和７年度まで計17回のそれぞれの調査において、
小学校６年生・中学校３年生各約100万人、小
学校約２万校・中学校約１万校のデータが集計
される。
　本体調査には、CBT（コンピュータ使用型調
査）・IRT（項目反応理論）の導入が進められて
おり、令和７年度中学校理科、令和８年度英語、
令和９年度以降の全ての実施教科がCBTで行
われる計画である。CBT化後の調査問題は、授
業改善のメッセージを伝える公開問題と学力の
正確な把握に用いる非公開問題で構成される。
学力の指標としてIRTスコア・５段階のIRTバ

「全国学力・学習状況調査」
集計結果データの研究利用推進

―データ貸与制度の紹介―

相原 康人

－ 23 － 『統計』　2025年８月号

特集　行政情報のミクロデータ研究



ンドが導入され、これまで困難であった学力の
経年比較も一定の精度で可能となっていく。
　これに対し、補完調査は、３年程度の周期で
継続的・定期的に行われる抽出調査であり、国
レベルで時系列的な学力の変化を正確に観察す
るための「経年変化分析調査」と、経済面も含
めた家庭の状況を把握するための「保護者に対
する調査」がある。経年変化分析調査は、これ
までに計４回実施され、令和６年度調査では、
層化集落抽出法で抽出された学校（教科ごとに
小学校約300校、中学校約250校）が参加した。
従来からIRTを採用し、幅広い内容の非公開問
題からなる複数分冊を用いた教科調査が行われ
ている（文部科学省 2022）。国語、算数・数学
に加えて、令和３年度から英語も対象となった。
　保護者に対する調査は、これまでに計４回実

施され、特に令和３年度からは、経年変化分析
調査の対象となった児童生徒の保護者を対象と
して同時に行っている。これにより、本体調査
のみならず、経年変化分析調査のデータと紐づ
けて分析することも可能となった。
　すなわち、補完調査の実施年度については、
本体調査、補完調査を通じて、教科調査の児童
生徒の解答、質問調査の児童生徒・学校・保護
者の回答の全てのデータがそろっていると言え
る。ただし、当該年度は、本体調査の理科の実施
周期から外れており、理科の解答データはない。
　質問調査に着目してみると、本体調査で毎年
度、児童生徒質問と学校質問が行われ、補完調
査で３年に１回程度、保護者質問が行われてい
る。各調査の質問項目のカテゴリーは表１のと
おりである。質問項目は年度によって違いがあ

表１　各質問調査における質問項目のカテゴリーの例

図１　全国学力・学習状況調査の構成
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り、毎年度の項目、何年かに一度の項目、新規
に入れ替えられた項目などがあるほか、質問ぶ
り（文章や選択肢）の微修正もある。これらの
全容は、国立教育政策研究所のホームページに
ある各年度の質問票や質問調査に係る報告書を
確認されたい（例えば、令和６年度悉皆調査の
学校質問については、文部科学省 2024bを参照。）。
　最近注目を集めている質問項目として、令和
３年度から児童生徒質問にとり入れられた「家
にある本の冊数」がある（表１のカテゴリー３．
に含まれる。）。これはTIMSS（Trend in Inter-
national Mathematics and Science Study：IEA
国際数学・理科教育動向調査）やPISA（Pro-
gramme for International Student Assess-
ment：OECD生徒の学習到達度調査）といった
国際調査の質問項目にも含まれており、SES

（Socio-Economic Status：社会経済的背景）の代
替指標の一つとして分析に用いられる（田端 
2024）。
　国際調査を含め、家庭のSESが高いほど正答
率やスコアが高い傾向がみられる中、文部科学
省でも、悉皆調査の分析に「本の冊数」の指標
を活用している。例えば、学習指導要領に掲げ
る「主体的・対話的で深い学び」に取り組んだ
児童生徒は、SESが低い状況にあっても正答率
が高い傾向がみられる（文部科学省 2024d）。

貸与データの種類
　貸与の対象となる集計結果データには「個票
データ」と「匿名データ」の２種類があり、各
調査の貸与データを図２に示した。個票データ
は、児童・生徒ごとに各教科の情報（正答数、
解答類型、正誤等）と児童生徒質問の回答を、
学校ごとに学校質問の回答をそれぞれ一覧化し
たものである。本体調査では、児童・生徒個票
データと小・中学校個票データがある一方、補

完調査では、児童・生徒個票データのみとなる。
　匿名データがあるのは本体調査だけである。
これは個票データから10％程度を抽出した上で、
学校情報を除くなどして匿名化の度合いを高め
たデータファイルである。個票データと同じく、
児童・生徒匿名データ、小・中学校匿名データ
の各種類がある。
　また、上記の貸与データのほか、パブリック
ユースデータ（擬似データ）を公開しており、
文部科学省ホームページ（https://www.mext.
go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/sonota 
/1404609.htm）（2025年６月１日アクセス）から
自由にダウンロードして利用することができる。
当該データは、平成27年度の本体調査のデータ
を基に、調査結果の統計的性質を一部保存しつ
つ、集計表の統計量から乱数を発生させて作成
されている。児童・生徒、小・中学校の４種類
のファイルがあり、特定の児童生徒や学校、設
置管理者を示すデータは含まれない。これを使
って分析した結果は、実証研究とみなすことが
できない点に注意を要する。大学等の講義で使
用したり学生に分析を体験させたりする場合に
有用であろう。

変数情報の構成
　本体調査の個票データの変数情報の構成を表
２に示した。児童・生徒個票データ、小・中学

図２　貸与データの種類

－ 25 － 『統計』　2025年８月号

「全国学力・学習状況調査」集計結果データの研究利用推進



校個票データともに、①基本情報、②実施情報、
③教科情報、④児童生徒質問、⑤学校質問の５
つのブロックから構成される。匿名データも、
個票データを基に作成されているため基本的に
同じ変数となる。
　例えば、①基本情報には、実施年度、都道府
県コード、学校コード、性別等、②実施情報に
は、各教科の実施日、特別対応、③教科情報は、
各教科の正答数・率、学力層、解答類型、設問
別正誤等の情報が含まれる。③～⑤については、
児童・生徒個票データに個人単位、学校個票デ
ータに学校単位のデータが入っており、匿名デ
ータも同様である。変数の並びは年度によって

異なる。
　続いて、補完調査の個票データの変数
情報を表３に示した。経年変化分析調査
の固有の調査事項は教科、保護者に対す
る調査の固有の調査事項は質問であり、
それぞれ①児童生徒の教科の学力情報

（正答率、解答類型等）、②保護者の質問
回答が主な変数である。また、③本体調
査に紐付いた情報のほか、経年変化分析
調査については、令和３年度から④IRT
推定結果も個票データに含まれる。変数
の並びは年度によって異なる。

集計結果データの利用手続
　本調査の集計結果データは公表・活用
を前提とする公的統計ではないものの、平
成19年度の調査開始当初から、調査の目
的に資する委託研究に活用されてきた。
その後、「経済財政運営と改革の基本方
針2016」（平成28年６月２日閣議決定）や
全国的な学力調査に関する専門家会議の
議論（文部科学省 2017）に基づき、平成
29年３月から集計結果データの貸与制度

がスタートした。
　貸与制度の詳細は、本調査の実施要領を踏ま
えて、「全国学力・学習状況調査」の集計結果
データの貸与に係るガイドライン（文部科学省
2025a。以下単に「ガイドライン」という。）に
定められている。あらかじめ利用者からの申出
を受けて文部科学省で審査を行い、利用目的等
の要件を満たす場合に貸与が承諾される。実際
の貸与は利用者と文部科学省との契約に基づき
行われる。
　貸与制度の運用実務の年間スケジュールを図
３に示した。個票データは年に３回の申出期間
があり、文部科学省ホームページ（https://www.

表３　補完調査の変数情報

表２　本体調査の変数情報

注：◎は個票データと匿名データの両方にある変数、○は個票データのみの変数。
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mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/
sonota/1420774.htm）（2025年６月１日アクセ
ス）にて各回の申出期間を案内している。各期
間中に申出のあった案件については、有識者会
議（「全国学力・学習状況調査」の集計結果デ
ータの貸与に関する有識者会議）の審査に付さ
れる。審査を踏まえてガイドラインに定める要
件等を満たすと認められたものについては、申
出が承諾されデータ貸与の契約手続を進めるこ
とができる。申出から貸与までに要する期間は
標準的に２、３か月程度である。
　匿名データには特段の申出期間はなく、年間
を通して随時受け付けている。有識者会議の審
査を経ないため、申出から貸与までに要する期
間は１、２か月程度であり、個票データと比べ
て早いメリットがある。
　文部科学省では申出に関する相談を随時受け
付けており、貸与を希望する集計結果データの
種類に応じ、ガイドラインの解釈、書類の作成
等に係る個別の照会に応じている。

ガイドラインのポイント
　ガイドラインは、令和６年４月に大幅な改定
が行われている。従前は個票データに係る内容
と匿名データに係る内容がまとめて定められて
いたが、改定後は個票データ編と匿名データ編
とに分けられ、それぞれのデータの特徴に応じ

て適用される内容が合理的に整理された。これ
により、匿名データの貸与については、利用目
的、適正管理措置の内容、申出者・利用者の範
囲等において、個票データよりも緩やかな基準
が適用されることが明確になった（文部科学省 
2024a）。以下では、個票データに係る基準を紹
介する。
　貸与制度の重要なポイントは、「貸与に際し
ての基本原則」として定められている（ガイド
ライン（個票データ編）第３）。とりわけ、デ
ータの利用目的が本調査の趣旨・目的に整合し
ていること（同第３の１（1））と、研究におけ
るデータの取扱い、成果の公表等の具体的な態
様が実施要領に定める「調査結果の取扱いに関
する配慮事項」に十分配慮していること（同第
３の１（2））の２点に適切に対応することが申
出の前提条件となる。
　具体的には、データの利用目的は、次の①又
は②のいずれかに該当するものでなければなら
ない。その目的に照らして、研究の内容、計画
及び手法が明確で妥当なものであることも必要
である。
①�児童生徒の学力、学習状況又は生活習慣等の

把握・改善を目的としていること。
②�国又は地方公共団体の教育施策の改善・充実

を目的としていること。
　また、データの取扱い等については、「調査

→ →→ → → →

図３　貸与の年間スケジュール
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により測定できるのは学力の特定の一部分であ
ること、学校における教育活動の一側面である
ことなどを踏まえるとともに、序列化や過度な
競争が生じないようにするなど教育上の効果や
影響等に十分配慮する」ことの徹底や、研究等
の過程において、特定の個人、学校又は設置管
理者が第三者に識別されないよう配慮すること
が求められる。
　配慮事項に関連し、研究成果を公表する際に
は、児童生徒数が10未満である集計単位や学校
数又は設置管理者数が３未満である集計単位が
原則として含まれないこととする等の基準もあ
る（同第９の２（1））。なお、全国レベルの分析
を行いつつも、特定の学校や設置管理者を対象
とする研究にデータを利用する場合がありうる。
このようなケースについては、令和７年４月の
ガイドライン改定により、事前に学校・設置管
理者から研究に対する同意や公表内容の確認を
得ることで、学校名・設置管理者名の公表を可
能とする取扱いを明確化したところである（同
第９の２（2）。改定内容については、文部科学
省 2025cを参照。）。
　以上のほか、申出を行うに当たって事前に確
認しておくべきその他のポイントを以下にまと
めておいた。詳細はガイドラインの規定を直接
チェックしていただきたい。
・�申出者・利用者の範囲が適切であること。
・�個票データの適正管理のための措置が適切に

講じられていること。
・�利用場所が適切であり、外部ネットワークに

接続せずに利用できること。
・�研究計画が利用者の過去の研究実績等に照ら

して実行可能であること。

データ貸与までの手続
　ガイドラインに基づく申出書の提出からデー

タ貸与までの手続の流れを図４に示した。ガイ
ドライン第４の７に定める申出書及び添付書類
の具体的な様式については、文部科学省のホー
ム ペ ー ジ（https://www.mext.go.jp/a_menu/
shotou/gakuryoku-chousa/sonota/1386501.
htm）（2025年６月１日アクセス）からダウンロ
ードすることができる。
　個票データの申出は、ホームページで示す年
３回の申出期間内に関係書類を提出しなければ
ならない（図３）。文部科学省では、申出期間
内に提出された書類を取りまとめた後、有識者
会議の審査に付す。審査はガイドラインに基づ
き行われ、有識者会議の意見に基づき、承諾、
条件付承諾又は不承諾を決定し、その結果が申
出者に通知される。
　条件付承諾の場合には、研究計画、貸与を希
望するデータの範囲、適性管理措置の内容、公
表方法等について、付された条件に従って改善
を検討することが求められる。補正書類を提出
し、条件を満たすものと認められれば、貸与の
契約手続に進む。
　先述のとおり、貸与は契約に基づき行われる。
承諾を受けた後、申出者を含む利用者全員分に
ついて利用規約を遵守する誓約書を提出するこ

図４　貸与手続の流れ
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とで、データを受け取ることができるものであ
る。利用期間は、データの受領日から起算して
申し出た期間（令和６年４月のガイドライン改
定により、最長２年）までとなる。
　不承諾の場合には、不承諾の理由が記載され
た通知書が申出者に交付される。不承諾の理由
に関わる事項について十分に改善を検討した上
で、改めて次回以降の申出期間に申出を行い、
ガイドラインを満たすものと認められれば、承
諾となる可能性がある。

研究利用の事例
　集計結果データを利用した研究としては、学
力格差、教科教育法、教育課程、新型コロナウ
イルス感染症流行の影響、ジェンダー、非認知
能力等に関し、多様な事例が蓄積されつつある。
　論文として公表されている事例としては、英
語に関して項目反応理論（IRT）を用いた分析

（Saida 2022）や無解答率に着目した分析（Saida 
2024）、情報開示と学力に関する研究（Morozumi 
and Tanaka 2023）や空調設置と学力に関する
研究（Akesaka and Shigeoka 2025）といった
教育政策の効果に関するもの、学力の推定方法
に関する研究（中村 2023）、学力と非認知能力
に関する研究（田端ら 2022）などがある。田端
らの研究には匿名データが使われた。
　また、一般の貸与制度の開始前から、文部科
学省の委託による研究で集計結果データが利用
されてきた。これまでの委託研究は全て、文部
科学省のホームページ（https://www.mext.
go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/ 
1344286.htm）（2025年６月１日アクセス）にて
報告書が公開されている。なお、貸与制度では、
民間企業の職員等が申出者を含む利用者となる
ことができないが、委託研究事業では、個別の
審査と委託契約に基づき、民間企業の職員等が

データを利用することも可能である。
　ここでは、令和４年度文部科学省委託事業で
行われた福岡教育大学による「学力調査を活用
した専門的な課題分析に関する調査研究」（国
立大学法人福岡教育大学 2022）について紹介す
る。
　本研究では、主に補完調査の個票データによ
り、保護者に対する調査の質問回答と経年変化
分析調査の学力情報がクロス分析されている。
過去の委託研究との継続性にも留意しつつ、「ご
家族のことについて」のカテゴリーに含まれる
質問項目から家庭の社会経済的背景（SES）を
数値化し、４つの階層に分けて「学力格差・教
育格差の変化」が確認されている。その結果、
SESと学力の関連は、2013年度以降ほとんど変
化がなかったことが示されている（図５）。そ
のほか、「ジェンダー」、「子どもの貧困」、「SES
指標の多次元性」、「外国にルーツを持つ人々と
学力」等の分析が報告書に収められている。

さらなる研究利用の推進に向けて
　本調査の集計結果データの貸与制度におい
て、調査の趣旨・目的の達成に資する形でデー
タの利用・管理、成果の公表等を行うことが厳
格に求められることは、既に述べたとおりであ
る。
　その上で、文部科学省のEBPM（Evidence-
Based Policy Making：証拠に基づく政策立案）
の取組として、「EBPMアクションプラン2024」・

「改革実行プログラム2024」（内閣府 2024）に基
づき、「質の高い公教育の再生」に向けて教育
データの収集・分析・利活用を促進することと
している。具体的には、本調査について、児童
生徒の学力・学習状況の基盤となるデータを抜
本的に充実させることと、調査データの利活用
を促進することが明記されている。
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　こうした中、学術研究における本調査のデー
タ利用ニーズも踏まえ、本調査の集計結果デー
タ貸与制度をより利用しやすくするため、令和
６年４月にガイドラインの大幅な改定を行った。
改定のポイントとしては、利用目的、適正管理
義務及び中間生成物の取扱い、利用期間、申出
者・利用者の範囲、過去の実績に関する基準、
成果公表の取扱い等について、データの種類に
応じて見直しや明確化を行った（文部科学省 
2024a）。また、既に触れたように、本年４月の
改定により、特定の学校や設置管理者を対象と
する研究の取扱いを明確に示した（文部科学省 
2025c）。
　文部科学省としてはこれからも、全国学力・
学習状況調査の集計結果データに研究者等が柔
軟にアクセスやすい貸与制度の仕組みを整えて
いくことを目指している。そして、学術研究が
さらに活性化し、教育施策の検証や学習指導の
改善への還元が進み、教育分野におけるEBPM
の好循環が形成されることを期待している。読
者の皆様からの貸与制度の改善に対する御意見
や具体的な申出案件の御相談をお待ちしている。
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図５　「全国学力・学習状況調査」の個票データを利用した研究事例

注：国立大学法人福岡教育大学（2022）より抜粋。
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